
議案第１９７号 

   財産の取得について

 下記のとおり財産を取得するため、さいたま市議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例（平成１３年さいたま市条例第４８号）第３条の規定に

より議決を求める。

  令和２年１１月２５日提出

さいたま市長 清 水 勇 人

記

１ 物件の表示 さいたま市見沼区大字膝子字中田９８４番ほか３５筆

        ２３，４１２．７１平方メートル

２ 取 得 先 ○○○ほか２２名

３ 取 得 価 格 ６５９，９９８，２３０円

４ 取 得 理 由 東楽園再整備事業用地に充てるため。



（参考） 

物件の表示 

所    在 地  番 地 目 地積（㎡） 

見沼区大字膝子字中田 ９８４番 田 １，４９７ ９１

     〃 ９８５番 〃 ９１１ ５０

     〃 ９８６番 〃 ５８９ ０６

     〃 ９８７番 〃 ９９６ ３５

     〃 ９８８番 〃 ６９７ ００

     〃 ９８９番 〃 ９２３ ４２

     〃 ９９０番 〃 １，０９８ １８

     〃 ９９１番 〃 ７０５ ７５

     〃 ９９２番１ 〃 ３０１ ４８

     〃 ９９２番２ 〃 ４９５ ５９

     〃 ９９３番 〃 ６９９ ６２

     〃 ９９４番 畑 ９６ ９５

     〃 ９９７番 田 ９６２ ６３

     〃 ９９８番 畑 ７５ ９３

     〃 ９９９番 田 ９０６ ８５

     〃 １０００番 畑 ６７ ７１

     〃 １００１番 田 ７２８ ５０

     〃 １００２番 畑 ２１４ ８４

     〃 １００３番 〃 １７８ １５

     〃 １００４番 田 ５５８ ０３

     〃 １００５番 〃 ７６ １９

     〃 １００６番 畑 １６５ １０

     〃 １００７番 〃 １６６ １３

     〃 １００８番 田 ８１５ ３１

     〃 １００９番 〃 １，００２ ４８

     〃 １０１１番１ 〃 ７５５ ５６



     〃 １０１２番１ 〃 ３７３ ７０

     〃 １０１３番１ 〃 ９４２ ６０

     〃 １０１４番１ 〃 １，０３７ ０４

     〃 １０１５番１ 〃 ６６１ １５

     〃 １０１６番１ 〃 ９４２ ５７

     〃 １０１７番１ 〃 １，０８０ １４

     〃 １０１８番１ 〃 ８０４ ８７

     〃 １０１９番１ 〃 ９４２ ５８

     〃 １０２０番１ 〃 ４７０ ８６

     〃 １０２１番１ 〃 ４７０ ９８



対象地

案　内　図



見 取 図 

さいたま市見沼区大字膝子字中田９８４番ほか３５筆 

凡例 

取得用地： 

市 有 地： 


